
 

東急バス株式会社におけるバス利用特典サービスの取り扱い変更に伴う 

大田区コミュニティバス「たまちゃんバス」の対応について 

 

 

１．バス利用特典サービス取り扱いの内容 

「特典バスチケット」および「バスポイント」の新規付与を停止 

 

２．理由 

バス利用特典サービスは、IC カードの普及・利用を目的にサービスを開始していた

が、今般、当初の導入目的を果たしたことから、東急バス株式会社にて同サービスの

見直しを図ることとなった。これに伴い、同社が運行し、大田区がその運行に補助を

行っている「たまちゃんバス」についても同様の扱いとし、見直しを行う。 

  

３．バス利用特典サービス 

1 ヶ月間（毎月１日～末月）の PASMO・Suica でのバス利用額に応じてバス運賃の支

払いに使用できる「特典バスチケット」が付与されるサービス（別紙参照） 

 

４．適用日 

  令和３年４月中旬以降（予定） 

※既に付与している特典バスチケットは 10年間有効 

 

５．今後の予定 

  国土交通省へは、実施１か月前の届け出が必要。 

３月上旬  作業部会…バス利用特典サービスの見直しについて説明 

３月上旬 検討会議…バス利用特典サービスの見直しの適用には過半数の承認 

     が必要 

３月中旬 国土交通省へ運賃設定変更届出（地域公共交通会議証明書が必要） 

４月中旬以降 「特典バスチケット」および「バスポイント」の新規付与を停止 

※回数券については、引き続き取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 



 

（別 紙） 


